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 自動車登録番号標等を返付する際の取扱い方法について（周知） 

 

 

 標記の件について、国土交通省より通達が発出されましたので、下記のとおり送付

いたします。 

つきましては、貴会会員への周知につきご協力くださるようお願い申し上げます。 

 

 

記 

  

 【送付文書】 

  １．通達（国自情第 283号 国自整第 394号） 

  ２．返納等の流れ（参考資料） 

  ３．自動車登録番号標の交換と同一番号標再交付の取扱い一覧表 

  ４．出張封印確認書（イメージ） 

     実際に使用する様式については、各運輸支局等の指示に従ってください。 

   

 

※ いずれの資料も国土交通省より提供されたものです。 

本通達により、出張封印方式の場合のナンバープレートの後返しが可能とな

りますが、再交付と交換申請の間違いが出張封印時に判明することのないよう

に、手順について確認してください。 

また、万が一、出張封印時に間違いが判明した場合は、道路運送車両法施行

規則第１５条の２による確認が可能な場合には封印の取り付けを行っていただ

き、速やかに運輸支局等に報告をお願いします。この場合、別途申請書の再提

出及び手数料の差額が発生する場合は差額の支払いが必要になる場合がありま

す。 

  

              以 上 


